
豊川市低入札価格調査制度取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、豊川市が発注する建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１

００号）第２条第１項に規定する工事をいう。以下同じ。）の競争入札を行う場

合において、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第

１項、第１６７条の１０の２第２項及び第１６７条の１３並びに豊川市契約規則

（昭和４５年豊川市規則第１５号。以下「規則」という。）第１８条及び第２４

条の規定に基づき、契約の内容に適合した履行がされないおそれがある場合にお

ける落札者の決定に関して、必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 低入札価格調査制度の対象とする建設工事は、競争入札に付する建設工事

のうち、総合評価落札方式による工事及び予定価格が１億円以上の工事とする。 

（調査基準価格の設定） 

第３条 調査基準価格（契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、

その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められ

る場合の基準となる価格をいう。以下同じ。）は、次項に掲げる額に１００分の

１１０を乗じて得た額とする。ただし、その額が、予定価格に１０分の９.２を

乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に１１０分の１００を乗じて得た

額（以下「入札比較価格」という。）に１０分の９．２を乗じて得た額に１００

分の１１０を乗じて得た額とし、予定価格に１０分の７．５を乗じて得た額に満

たない場合にあっては入札比較価格に１０分の７．５を乗じて得た額に１００分

の１１０を乗じて得た額とする。 

２ 前項の額は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。た

だし、別表第１に掲げる建設工事の種類については、予定価格算出の基礎とな

った別表第１の①から⑤に掲げる額の合計額とする。  

⑴ 直接工事費の額に１０分の９．７を乗じて得た額 

⑵ 共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額 

⑶ 現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額 

⑷ 一般管理費等の額に１０分の６．８を乗じて得た額 

３ 特別なものについては、前２項の規定にかかわらず、契約ごとに１０分の７．

５から１０分の９．２までの範囲内で定める額とする。 

（低入札価格調査における失格判断基準） 

第４条 調査基準価格を下回った入札のうち、次に掲げるいずれかに該当する入札

は、失格とする。ただし、別表第２に掲げる建設工事の種類については、別表第

２の建設工事の種類ごとの失格判断基準欄のいずれかに該当する入札を失格とす

る。 

⑴ 入札価格の積算内訳である直接工事費の額が、予定価格算出の基礎となった

直接工事費の額に１０分の９を乗じて得た額未満である場合 

⑵ 入札価格の積算内訳である共通仮設費の額、現場管理費の額及び一般管理費

等の額の合計が、予定価格算出の基礎となった共通仮設費の額に１０分の８を

乗じて得た額、現場管理費の額に１０分の８を乗じて得た額及び一般管理費等

の額に１０分の３を乗じて得た額の合計額未満である場合 

 （入札参加者への周知） 

第５条 調査基準価格を設定したときは、入札公告又は指名通知に調査基準価格及

び失格判断基準を設定していることを記載し、入札参加者に周知するものとする。 



（調査基準価格を下回る価格の入札） 

第６条 規則第３条第１号に規定する契約担当者は、入札の結果、調査基準価格を

下回る価格で入札が行われた場合には入札者に対して「保留」と宣言し、落札者

は後日決定する旨を告げて、入札を終了する。 

（低入札価格審査委員会） 

第７条 前条の規定により落札者の決定を保留した入札の最低価格入札者に対し、

当該最低価格入札者を契約の相手方とすることの適否を審査するため、豊川市低

入札価格審査委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（構成） 

第８条 委員会は、委員長及び委員３人をもって構成する。 

２ 委員会の委員長は、総務部長とする。 

３ 委員は、財務部長、建設部長及び上下水道部長とする。 

４ 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員

がその職務を代理する。 

（委員の代理） 

第９条 委員が出席できないときは、委員があらかじめ指名した代理人を出席させ

ることができる。 

（会議） 

第１０条 委員長は、調査基準価格を下回る入札が行われたときは、調査終了後速

やかに会議を招集する。 

２ 委員会は、委員全員の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。 

４ 委員会は、必要があると認める場合には、工事担当課その他関係課へ資料の提

出を求め又は関係課の職員の出席を求めることができる。 

（秘密の保持） 

第１１条 委員会関係者は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。 

（事務局） 

第１２条 委員会の事務局は、総務部契約検査課に置く。 

（調査等） 

第１３条 委員会は、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者より、その価格

によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否

かについて、入札者から次に掲げる書類の提出を求めるとともに、事情聴取、関

係機関への照会等の調査を行い、当該調査の結果に基づいて最低の価格で入札を

行った者を契約の相手方とすることの適否について審査するものとする。 

⑴ 低入札調査表（様式第１号） 

⑵ 低入札価格調査用工事費積算内訳書(様式第２号) 

 ⑶ 手持工事の状況(様式第３号) 

 ⑷ 手持資材の状況(様式第４号) 

 ⑸ 資材の購入先及び購入先との関係(様式第５号) 

 ⑹ 手持機械及び手持設備の状況(様式第６号) 

 ⑺ 労務者の具体的供給見通し(様式第７号) 

 ⑻ 建設副産物の搬出予定の状況(様式第８号) 

 ⑼ 下請予定業者及び予定下請金額(様式第９号) 

 ⑽ 契約保証の予定会社の名称等(様式第10号) 

⑾ 経営状況（経営事項審査通知書の写し等） 

 ⑿ その他契約担当者が必要と認める資料 



２ 審査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認められる

ときは最低の価格で入札を行った者を落札者とし、履行がされないおそれがある

と認められるときはその者を落札者とせず予定価格の範囲内においてその者に次

ぐ低価格をもって入札した者（以下「次順位者」という。）を落札者とするもの

とする。 

３ 前２項の規定は、次順位者が調査基準価格を下回る入札者であった場合に準用

する。 

４ 前２項の規定により、契約の相手方を決定した場合には、速やかに書面又は口

頭をもって、その旨を入札に参加した者に通知するものとする。 

 （調査基準価格の公表） 

第１４条 調査基準価格の公表については、当該入札の開札後速やかに行うものと

する。 

（雑則） 

第１５条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項について

は、委員会が定める。 

   附  則 

この要領は、平成１４年４月１日から施行する。 

  附  則 

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

附  則 

この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附  則 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

  附  則 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

  附  則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附  則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行し、同日以降に公告又は指名通知を

行う競争入札から適用する。 

  附  則 

この要領は、平成３０年４月１日から施行し、同日以降に公告又は指名通知を

行う競争入札から適用する。 

附  則 

この要領は、平成３１年４月１日から施行し、同日以降に公告又は指名通知を

行う競争入札から適用する。 

   附  則 

 この要領は、令和元年９月１１日から施行し、同日以降に公告又は指名通知を

行い、かつ、同年１０月１日以降に契約する競争入札から適用する。 

附  則 

この要領は、令和２年４月１日から施行し、同日以降に公告又は指名通知を行

う競争入札から適用する。 

附  則 

この要領は、令和４年７月１日から施行し、同日以降に公告又は指名通知を行



う競争入札から適用する。 

附  則 

この要領は、令和５年４月１日から施行し、同日以降に公告又は指名通知を行

う競争入札から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第３条関係） 

建設工事の種類 ①  ②  ③  ④  ⑤  

機械設備工事、電

気通信工事、下水

道用機械・電気設

備工事の積算基準

に基づき積算する

工事(ただし、公共

建築工事費積算基

準に基づき積算す

る工事を除く。) 

 

機器単体費

の額に 10

分の 9.2 を

乗じて得た

額 

直接工事費

の額に 10

分の 9.7 を

乗じて得た

額 

共通仮設費

の額に 10

分の 9 を乗

じて得た額 

現場管理費

の額に 10

分の 9 を乗

じて得た額 

一般管理費

等の額に 10

分の 6.8 を

乗じて得た

額 

 

公共建築工事費積

算基準に基づき積

算する工事（ただ

し、下記に該当

する工事を除

く。）  

直接工事費

の額に 10

分の 9 を乗

じて得た額

に 10 分の

9.7 を乗じ

て得た額 

 

共通仮設費

の額に 10

分の 9 を乗

じて得た額 

 

直接工事費

の額に 10

分の 1 を乗

じて得た額

と現場管理

費の額の合

計額に 10

分の 9 を乗

じて得た額 

 

一般管理費

等の額に

10 分の 6.8

を乗じて得

た額 

 

 

公共建築工事費

積算基準に基づ

き積算する工事

のうち、昇降機

設備工事その他

の製造部門を持

つ専門工事業者

を対象とした工

事 

 

直接工事費

の額に 10

分の 8 を乗

じて得た額

に 10 分の

9.7 を乗じ

て得た額 

 

共通仮設費

の額に 10

分の 9 を乗

じて得た額 

 

直接工事費

の額に 10

分の 2 を乗

じて得た額

と現場管理

費の額の合

計額に 10

分の 9 を乗

じて得た額 

一般管理費

等の額に

10 分の 6.8

を乗じて得

た額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２（第４条関係） 

建設工事の種類 失格判断基準 

機械設備工事、電気

通信工事、下水道用

機械・電気設備工事

の積算基準に基づき

積算する工事(ただ

し、公共建築工事費

積算基準に基づき積

算する工事を除く。) 

 

○入札金額の積算内訳である機器単体費の額と直接工事費

の額の合計額が、予定価格算出の根拠となった次に掲げ

る額の合計額未満である場合 

ア 機器単体費の額に10分の8.1を乗じて得た額 

イ 直接工事費の額に10分の9を乗じて得た額 

○入札金額の積算内訳である共通仮設費の額、現場管理費

の額及び一般管理費等の額の合計額が、予定価格算出の

根拠となった次に掲げる額の合計額未満である場合 

ア 共通仮設費の額に10分の8を乗じて得た額 

イ 現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額 

ウ 一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額 

 

公共建築工事費積算

基準に基づき積算す

る工事（ただし、

下記に該当する工

事を除く。） 

 

○入札金額の積算内訳である直接工事費の額に10分の9を乗

じて得た額が、予定価格算出の根拠となった次に掲げる

額未満である場合 

ア 直接工事費の額に10分の9を乗じて得た額に10分の 

9を乗じて得た額未満である場合 

○入札金額の積算内訳である共通仮設費の額、直接工事費

の額に10分の1を乗じて得た額と現場管理費の額及び一般

管理費等の額の合計額が、予定価格算出の根拠となった

次に掲げる額の合計額未満である場合 

ア 共通仮設費の額に10分の8を乗じて得た額 

イ 直接工事費の額に10分の1を乗じて得た額と現場管 

理費の合計額に10 分の8を乗じて得た額 

ウ 一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額 

 

公共建築工事費積算

基準に基づき積算す

る工事のうち、昇降

機設備工事その他の

製造部門を持つ専門

工事業者を対象とし

た工事 

 

○入札金額の積算内訳である直接工事費の額に10分の8を乗

じて得た額が、予定価格算出の根拠となった次に掲げる

額未満である場合 

ア 直接工事費の額に10分の8を乗じて得た額に10分の 

9を乗じて得た額未満である場合 

○入札金額の積算内訳である共通仮設費の額、直接工事費

の額に10分の2を乗じて得た額と現場管理費の額及び一般

管理費等の額の合計額が、予定価格算出の根拠となった

次に掲げる額の合計額未満である場合 

ア 共通仮設費の額に10分の8を乗じて得た額 

イ 直接工事費の額に10分の2を乗じて得た額と現場管 

理費の合計額に10 分の8を乗じて得た額 

ウ 一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額 

 

 


